
福知山市監査委員告示第１号 

 

令和７年度に実施した定期監査の結果を受けて講じられた措置の状況について、

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、その内容を次のとおり公表する。 

 

 

令和８年５月１８日 

 

 

福知山市監査委員  長  坂   勉 

 

 

 

福知山市監査委員  中  嶋   守 



産業部 商業観光課 

監査の結果 講じた措置 

１ 補助金等について 

補助金の実績報告書において、提出

が遅延しているものが見受けられた。

補助金交付要綱のとおり、事業完了後

速やかに提出されるよう相手方に指導

されたい。 

 

２ 契約について 

業務委託契約において、契約期間の

設定が適切でないものがあった。適正

な契約事務に努められたい。 

１ 補助金等について 

相手方に対して、事業完了後速やか

に実績報告書を提出するよう指導し、

令和７年１２月２４日に提出された。 

 

 

 

２ 契約について 

業務委託契約の契約期間について、

財務規則・条例を確認し、適正な契約

期間にて事務処理を行うよう改善し

た。 

なお、本件の委託事業については、

令和７年度末で契約を解除した。 

 

産業部 農業振興課 

監査の結果 講じた措置 

１ 契約について 

（１）契約保証金の取扱いにおいて、財

務規則の規定と整合していないもの

があった。適正な事務処理に努めら

れたい。 

 

（２）行政財産使用等の契約において、

契約期間の設定が適切でないものが

あった。適正な契約事務に努められ

たい。 

１ 契約について 

（１）契約保証金の取扱いについて、課

内で財務規則を確認し、適正な事務

処理を行うこととした。 

 

 

（２）行政財産使用等の契約において、

財務規則を確認し、適正な契約事務

を行うこととした。 

 

 



建設交通部 道路河川課 

監査の結果 講じた措置 

１ 歳入について 

歳入徴収簿の記載において、記載誤

り等が複数あり歳入の管理ができてい

ない。歳入の適正な管理に努められた

い。 

１ 歳入について 

道路占有料の納期限を定める規則を

十分確認し、適正な納期限を設定する

とともに、通知日等歳入徴収簿の記載

内容を複数人により確認する。 

 

建設交通部 建築住宅課 

監査の結果 講じた措置 

１ 歳入について 

貸付収入等の収入事務において、調

定から納付書発送までの一連の事務処

理が適切に行われていないものがあっ

た。収入事務の適正化に努められた

い。 

１ 歳入について 

指摘事項と適正な事務処理について

課内での周知と指導を行い、担当職員

だけでなく複数の職員による事務処理

状況の点検・確認を徹底した。 

 

建設交通部 都市・交通課 

監査の結果 講じた措置 

１ 文書取扱について 

交付金請求において、請求方法が適

切でないものがあった。適切な事務処

理をされたい。 

 

２ 補助金等について 

補助金交付事務において、交付要綱

に基づいた事務がされていないものが

あった。補助金事務の適正化に努めら

れたい。 

１ 文書取扱について 

福知山市文書取扱規程に基づき、適

正な事務処理を執行することとした。 

 

 

２ 補助金等について 

福知山市補助金交付規則及び補助金

交付要綱に基づき、適正な補助金事務

の執行をすることとした。 

 


